
依頼を受けた物件を全て記載

すること。

再審を失くす為に！！

診断員は必ず、審査会

場へ持参する前にご自

分で審査（チェック）

してから間違いの無い

結果報告書を提出する

様にご協力下さい。

尚、時間のかかる訂正

行為は一切禁止と致し

ます。


